
令和８年度就学援助制度のお知らせ

就学援助の申請は、オンライン申請をお願いします。

マイナンバーカードは不要です。

【申請用ＵＲＬはこちら↓】

https://logoform.jp/form/cZw4/1308631

南風原町教育委員会学校教育課（役場庁舎４階）の窓口でも申請できます。

１．就学援助制度について

就学援助制度とは、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、必要な援助を行

うことを目的としています。申請後、認定された世帯へ学用品費や給食費、修学旅行費など費用の一部を援助し

ます。

２．援助対象世帯について

援助を受けることができるのは、

①南風原町に住所を有する児童、生徒もしくは令和８年度に入学を予定する者の保護者

（特別支援学校の児童・生徒は除きます）

②南風原町立の小中学校に区域外就学で通っている児童生徒の保護者

上記①、②のどちらかに該当し、かつ下記（１）～（３）のいずれかに該当する世帯です。

(１)現在、生活保護を受けている世帯

(２)児童扶養手当を受給している世帯

(３)世帯の収入が南風原町の基準額未満の世帯

上記(３)の基準額について目安額は以下の通りです。基準額は家族の年齢や構成によって金額が異なります。世

帯の収入額が目安額を超えていても認定される場合もあります。

【参考例】収入額＝所得税法上の所得の合算額－所得控除（社会保険料、生命保険料、地震保険料のみ）

世帯 家 族 構 成 目安額（収入額）

２人 親１人・小学生１人 １７０万円

３人 親１人・中学生１人・小学生１人 ２３１万円

４人 両親・中学生１人・小学生１人 ２６８万円

５人 両親・中学生１人・小学生１人・４歳 ２８６万円
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３．必要書類

○通帳、キャッシュカード等の写し

(前年度（令和７年度）に認定されており、振込口座の変更がない場合は不要)

○児童扶養手当受給証明書等の写し（児童扶養手当を受給されている方のみ）

○最新の所得課税証明書（南風原町で税情報が確認できない方のみ）

※南風原町外に住民登録のある方は、住民票謄本が必要なる場合があります。詳細は、お問合せください。

４．援助の内容

※新入学児童生徒学用品費等・入学準備金（新小・中１年）は４月迄の申請者が対象となります。

※５月以降に認定された場合には援助される金額が変わります。

※生活保護を受けている方は、修学旅行費が援助対象となります。

５．申請期間について
○当初申請期間（令和８年４月１日からの認定）

令和７年１２月１日（月）～令和８年４月３０日（木）
○随時申請期間（申請を出した月からの認定）

令和８年５月１日（金）～随時

※援助額は上記の表の金額よりも少なくなります。

○入学準備金の前倒し支給について

ランドセルや制服等を購入するための「入学準備金」が入学前に支給を受けることができます。（令和８年度に

小中学校１年生になるお子さんがいる世帯のみ）前倒し支給を希望される世帯は下記の期日までに令和８年度就

学援助制度の申請を行ってください。

○第１回前倒し支給日：令和８年１月２３日（金） 受付締切日：令和７年１２月２６日（金）
○第２回前倒し支給日：令和８年２月２５日（水） 受付締切日：令和８年 １月３０日（金）
○第３回前倒し支給日：令和８年３月２５日（水） 受付締切日：令和８年 ２月２７日（金）
※前倒し支給は「入学準備金」の金額のみ支給を受けることができます。（１世帯１度のみ）

※第１回～第３回のどの支給日でも金額は変わりません。

※第３回締切日の後に申請した場合、入学後に支給となりますのでご注意ください。

６．注意事項 ７．問い合わせ先
○令和７年度の就学援助認定を受けていても、再度申請が 〒９０１－１１９５

必要となります。 南風原町字兼城６８６番地

○認定月によって、援助費目や援助額等が変わりますので、 学校教育課（庁舎４階）

お早めに申請をお願いします。 電話番号：（０９８）８８９－６１８１

○何かご質問等あれば、右記の【７．問い合わせ先】 Ｆ Ａ Ⅹ：（０９８）８８９－２５１９

にお気軽にご連絡ください。

援 助 費 目 小学校 中学校

学 用 品 費 １１，４２０円 ２２，３２０円

通 学 用 品 費（小２～６年、中２・３年） ２，２３０円 ２，２３０円

校 外 活 動 費（宿泊なし） １，５７０円以内 ２，２７０円以内

修 学 旅 行 費 ２０，０００円以内 ６０，０００円以内

新入学児童生徒学用品費等・入学準備金（新小・中１年） ４０，６００円 ４７，４００円

学 校 給 食 費 実費額 実費額
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